
理

由

自
動
車
運
転
に
よ
る
死
傷
事
故
の
実
情
等
に
か
ん
が
み
、
事
案
の
実
態
に
即
し
た
適
正
な
科
刑
を
実
現
す
る
た
め
、
自
動
車

の
運
転
上
必
要
な
注
意
を
怠
り
、
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
に
対
す
る
罰
則
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
危
険
運
転
致
死
傷
罪
の
対
象

と
な
る
自
動
車
の
範
囲
を
改
め
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


